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◆市税…市民の皆さんや法人が市に納める市民税などの税金です。
◆地方交付税…全国の市町村が等しく事務を行えるよう、一定の基準に
　より国から交付されるお金です。
◆国庫支出金・県支出金…いろいろな事業に対する国・県からの補助金、
　委託金などのお金です。
◆市債…施設の整備などのために借りるお金です。
◆繰越金…前年度の会計から持ち越されたお金です。
◆諸収入…貸付金元利収入や、市が受託した事業などの収入です。

0 10億 20億 30億 40億 50億

その他

諸収入

繰越金

市債

県支出金

国庫支出金

地方交付税

市税
46億1,644万円
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（入ったお金）
収入済額　118億 2,013万円

（収入割合　85.6％）

平成23年度予算の３月31日現在の執行状況

限られた
お金を
有効に

　市の財政状況は、条例により１年に２回、市民の皆さんにお知らせしています。
　今回は平成 23 年度予算の収入と支出、市の借金や財産などの状況を平成 24 年３月 31
日現在で、図表にまとめました。
　市の予算の出納は 5 月 31 日に締め切られるので、各会計とも多少の未収入や未払いを残
していますが、５月末ですべての出納を終え、９月定例市議会に決算として報告します。

（万円未満は四捨五入）

平成 23 年度の

財 政 事 情会　計　名 予　算　額
歳　　　入 歳　　　出

収入済額 収入割合 支出済額 支出割合

国民健康保険事業 30 億 5,113 万円 25 億 6,660 万円 84.1% 27 億 5,623 万円 90.3%

後期高齢者医療事業 6 億 3,152 万円 2億 8,284 万円 44.8% 5 億 4,698 万円 86.6%

介 護 保 険 事 業 27 億　590 万円 23 億 6,267 万円 87.3% 23 億 9,218 万円 88.4%

下 水 道 事 業 20 億 2,851 万円 8億 5,572 万円 42.2% 15 億 5,292 万円 76.6%

農業集落排水事業 1 億 4,133 万円 4,355 万円 30.8% 1 億 3,362 万円 94.5%

工業団地造成事業 877 万円 877 万円 100.0% 439 万円 50.1%

合 計 85 億 6,716 万円 61 億 2,015 万円 71.4% 73 億 8,632 万円 86.2%
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市民サービス
（使ったお金）

市民１人あたり
286,840 円

１世帯あたり
836,642 円

歳　入

　一般会計は、福祉、教育、土木など市の一般的な仕事の大部分を賄う会計です。平成 23
年度一般会計最終予算額は、138 億 618 万円となっています。なお、歳入のうち「市債」
の収入率が特に低くなっているのは、市債の借入時期が出納整理期間の５月に集中してい
るためです。

（使ったお金）
支出済額　96億 6,824万円

（支出割合　70.0％）

歳　出

水道事業会計

収
入

予算額 5 億 6,233 万円

収入済額 5 億 7,717 万円

収入割合 102.6％

支
出

予算額 7 億 5,397 万円

支出済額 7 億　543 万円

支出割合 　93.6％

※�収入・支出ともに収益的収
支と資本的収支の合計額で
表示しています。

　特別会計は、国民健康保険事業や下水道事業などの特定事業を行う場合、特定の歳入（国
民健康保険税、下水道使用料など）をもって特定の歳出（医療費、下水道の建設費など）に
充てる会計であり、一般会計と区別されます。

　企業会計は、地方公営企業
法の全部または一部の適用を受
ける公営企業の会計で、一般会
計や特別会計と区別されます。
本市では、水道事業のみが該当
します。

　一般会計、特別会計、企業会
計の各会計とも０円です。

土　地

107 万 52 ㎡

建　物

15 万 2,746 ㎡

有価証券など

2,150 万円

基　金

35 億 2,620 万円

市有財産の状況

市税の負担
（納めた税金）

市民１人あたり
137,740 円

１世帯あたり
400,967 円

予算額

収入済額

会　計　名 現　在　高

一 般 会 計 102 億 4,763 万円

国民健康保険事業会計 2,000 万円

下 水 道 事 業 会 計 125 億　746 万円

農業集落排水事業会計 18 億 4,431 万円

工業団地造成事業会計 868 万円

水 道 事 業 会 計 23 億 5,014 万円

合 計 269 億 7,822 万円

　市債は、市が行う学校の改築事業など
の大規模な建設事業などに認められる借
入金で、利子をつけて返済するものです。 
市債には、不足する資金を調達すること
のほか、長期的に返済することで、将来
施設を利用する人たちにも公平に費用の
一部を負担してもらおうという目的があ
ります。

市民１人あたりの借金　　　80 万円

１世帯あたりの借金　233 万 5 千円

※一般会計の市債には、臨時財政対策債
（42 億 7,703 万円）が含まれています。
臨時財政対策債とは、国から地方公共団
体に分配する地方交付税の財源が足りな
いため、その不足する金額の一部を、いっ
たん地方公共団体で借金をして賄ってお
く市債のことです。なお、市債の償還時
にあわせて返済金額の全額が地方交付税
で補てんされます。

予算額

支出済額

◆民生費… 高齢者 ･ 障がい者 ･ 児童の福祉や生活保護に使われます。
◆総務費…市の全般的な管理、企画や選挙、戸籍、住民票事務などに使
　われます。
◆教育費…小中学校 ･ 公民館の運営や、文化 ･ スポーツの振興などに使
　われます。
◆土木費…道路 ･ 公園 ･ 市営住宅などの建設や管理に使われます。
◆公債費…借り入れた市債の元金 ･ 利子などの償還金に使われます。
◆衛生費…ごみ処理や環境保全、市民の健康増進などに使われます。
◆商工費…商工業や観光の振興などに使われます。
◆農林水産業費…農林水産業の振興などに使われます。
◆消防費…消防・救急活動などに使われます。
◆議会費…議会の運営などに使われます。

一時借入金の現在高

市債の現在高

特別会計

一般会計
企業会計


